
  

知多市公告第３１号 

 知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例（昭和５１年知多市条例第３号）第

１４条第３項の規定により、知多墓園墓所の利用権を消滅させたため公示する。 

  令和７年４月２日 

                        知多市長 宮 島 壽 男 

 

 利用権が消滅した墓所番号：Ｏ－０６－２１ 

 利用権が消滅した日：令和７年３月２６日 


